
こども基本法とこどもの権利

～こどもを社会のまんなかに～

「こども家庭庁」って？

こども家庭庁は令和５年４月にできた新しい組織です。
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こども家庭庁について

長官官房 全体の取りまとめ

成育局 すべてのこどもの育ちをサポート

支援局 特に支援が必要なこどもをサポート

⚫ こどもや若者の視点に立った、こどもに関する取組全体の推進
⚫ 都道府県や企業、NPO団体等との協力

⚫ 妊娠・出産の支援や母親と小さなこどもの健康の支援
⚫ 小学校に入学する前のこどもの育ちの支援
⚫ こども・若者の居場所づくりや放課後児童クラブ
⚫ こどもの安全

⚫ こどもの虐待防止やヤングケアラーなどの支援
⚫ 里親家族や児童養護施設のこどもの生活の充実や大人になる社会に出ていくための支援
⚫ こどもの貧困の解消に向けた支援やひとり親家族の支援
⚫ 障害のあるこどもの支援
⚫ いじめやこどもの自殺対策
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クイズ①
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こども家庭庁のスローガンはなんでしょうか？

１ おとなの目線に立って

２ こどもまんなか

３ いつまでも元気に



（こども家庭庁HP、大臣メッセージより）

こども家庭庁のスローガンは「こどもまんなか」。わたしたちはみなさん

一人ひとりの意見を聴いてその声をまんなかに置きアクションしていきます。

そしてみなさんにとって最もよいことは何かを考えて、政策に反映していきます。

みなさんや子育てしている人たちの困っていることに向き合い、

いざというときに守るための仕組みをつくっていきます。

こども・若者がぶつかるさまざまな課題を解決し、大人が中心になってつくって

きた社会を「こどもまんなか」社会へとつくり変えていくための司令塔、

それがこども家庭庁です。     

「こどもまんなか社会」の実現に向けて

（こども家庭庁HP、こども・若者のみなさんへのメッセージより）
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「こどもまんなか社会」って？

「こどもの権利」と「こども基本法」について
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「こどもまんなか」は、
誰かがはじっこ、ということではなく、

こどもと大人が、いっしょになって社会をつくっていこう、ということ

こどもは、共創のパートナー

こどもの声を聴き、

こどもの最善の利益を

考えていこう

こどものまわりの

おとなたちが

手をつないでいこう
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こどもの権利って？

こどもには「こどもの権利」がある！

すべての人が生まれながらに人としての権利（人権）
をもっている。

こどもも、当然もっている。
こどもならではの権利もある。

こどもが幸せに健やかに成長していくために必要なもの
（例）教育を受けること、食べるものがあること、必要な時に病院に行くこと、

休んだり遊んだりすること、プライバシーを守られること・・・
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こどもは権利の主体！

すべてのこどもは生まれながらに権利をもっています。

こどもの権利は、こどもが幸せに健やかに成長していくために必要なものです。

こどもの権利は、「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」に書かれています。こどもの権利条約は、世界中どこで生まれても、

こどもが生まれながらにもっている権利を定めた条約です。1989年に国連で採択され、日本を含む196の国が守ることを約束しています。
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こどもの権利条約の考え方にもとづき

「こどもまんなか」の社会をつくるための
基本となる法律

それが、こども基本法です！
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クイズ②

11

こども基本法で大切な考え方の一つ

「年齢や成長の程度に合わせて、

自分に直接関係することに が言えたり、

さまざまな活動に参加できること

に入る言葉はなんでしょうか？

１ わがまま ２ 意見 ３ 文句

ねんれい せいちょう ていど あ

じぶん ちょくせつかんけい い

かつどう さんか

はい ことば

いけん

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動
に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会
議を設置

 ① 大綱の案を作成
 ② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
 ③ 関係行政機関相互の調整 等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間

団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力

こども基本法
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（こども家庭庁HP、大臣メッセージより）

「こども・若者の意見を聴くこと」を大切に

（こども家庭庁HP、こども・若者のみなさんへのメッセージより）

すべてのこどもや若者が、健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる

「こどもまんなか社会」をつくっていくために、こども家庭庁は、

⚫ こどもや若者のみなさんが生まれながらに持っている権利をたいせつにしながら、

みなさんの今とこれからにとって最もよいことを行っていくこと

⚫ こどもや若者の皆さんの意見を聴きながら、一緒に進めていくこと

⚫ 大人として自分らしく生活を送ることができるようになるまで、ずっと、しっかり

支えていくこと

などを大事にしています。

何よりも大切にするのは、みなさんの意見です。こどもや若者のみなさんの意見を聴いて、

その声を大切にして、こどもや若者のみなさんにとって最もよいことは何かを考えて、

それを取組に反映し、大人が中心になってつくってきたこの社会を、「こどもまんなか社会」

へとつくり変えていきます。
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こども若者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）

意見を聴きたい省庁からのテーマ／ぷらすメンバーからのテーマ

アンケート対面 オンライン チャット 様々な方法で実施

いけんひろば（意見を伝える機会）
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こども・若者★いけんぷらすの実施テーマ（令和７年度上半期分）

テーマ（※） 手法 対象年代 開催時期 担当省庁

こども家庭庁で働く人に期待することとは 対面
小学５年生以
上

令和７年４月
こども家庭

庁

インターネットの利用を巡る青少年の
保護の在り方について

対面、アンケー
ト

小学生
～高校生年代

令和７年５月
こども家庭

庁

こども性暴力防止法の施行について
対面、アンケー
ト

中学生
～高校生年代

令和７年７月
こども家庭

庁

有職・無職少年に向けた非行・犯罪被害
防止の啓発方策について

対面、出向く型
高校生年代
～20代前半

令和７年７～９
月

警察庁

次期科学技術・イノベーション基本計画
（科学技術政策について）

対面、オンライ
ン

中学生
～大学（院）
生

令和７年７～８
月

内閣府

男女が共に活躍でき、暮らしやすい社会
について、一緒に考えよう

（調整中） （調整中） 令和７年８月 内閣府

こども向けつながりサポーター養成講座
の実施について

対面、オンライ
ン

小学校高学年
～中学生

令和７年８～９
月

内閣府

（※） 掲載しているテーマのほかにも、実施に向けて調整中のものがある。令和７年６月時点の内容であり、手法・開催時期などは変更にな
る可能性がある。

令和７年度後期（10月～）こども若者★いけんぷらす テーマ一覧

テーマ（※１） 手法 対象年代 開催時期 担当省庁

1
こども性暴力防止法「認定マーク」のデ
ザインについて

対面、アンケート
小学４年生～高
校生年代

令和７年10月 こども家庭庁

2
「首相官邸きっず」のコンテンツ改修に
ついて

対面、オンライン、
アンケート、出向
く型

小学５年生～
20代

令和７年10月 内閣官房

3
子どもに対する暴力撲滅行動計画につい
て

対面、アンケート
小学校高学年～
社会人

令和７年10月 こども家庭庁

4
治験に対するこども・若者世代の関心と
理解度について

アンケート
高校生年代～
20代

令和７年11月 厚生労働省

5
「小・中学生向け年金セミナー用資料」
について

対面、アンケート
小学５年生～中
学生

令和７年10月～
12月

厚生労働省

6
知的財産権及び模倣品への意識に関する
聴取について

オンライン 中学生～大学生 令和７年10月 特許庁

7 外国人児童生徒等の教育の充実について 出向く型
小学５年生～高
校生年代

令和７年11月～
12月

文部科学省

8 学校図書館と読書計画について 対面、アンケート
小学４年生～高
校生年代

令和８年２月 文部科学省

令和７年９月１日時点

（※１） 掲載しているテーマのほかにも、実施に向けて調整中のものがあります。

（※２） 令和７年９月時点の内容であり、手法・開催時期などは変更になる可能性があります。

（※３） こども・若者のみなさんにお知らせする際には、こども・若者のみなさんに「参加したい」と思ってもらえるようなテーマ名にします。

こども・若者★いけんぷらすのテーマ一覧（令和７年度下半期分）
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「こども」って何歳まで？

A 小さい年齢の子、例えば、義務教育までの子

B 18歳未満、「児童」

C 年齢を問わない

答えは、

クイズ③

17

※こども基本法パンフレットより抜粋
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こども・子育てにやさしい社会づくりのための取組

（「こども・子育て応援MAP」「はじめの100か月の育ちビジョン」
「こども家庭センターと地域の取組」）

こども・子育て応援MAP
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こんなあなたに こんなあなたに こんなあなたに

こんなあなたにこんなあなたにこんなあなたに

初めての出産
不安がいっぱい

ともだちと
あそびたい

離乳食って
どうすればいいの？

生活が苦しい 進学したいけれども
大丈夫なのかな

どこにも
居場所がない

こどもの育ちに
不安

ワンオペ育児
もう限界

夫の帰りはいつも遅い

私だって働いているのに

子育てにはお金がかかる

安心して

挑戦できたよ

この子たちが

大学に入った時

ちゃんと学費払えるかな

うちの会社、育休制度

使ってる人みたことない

こどもの支援に
つながることができた！

初めての育児

も安心
育休とっても
生活安心

進学を目指す！

安心できる

自分の居場所が

みつかった

スキルアップで
生活安定

中小企業でも
育休が取れる！

フラット35なら
負担が軽くなって

安心

フリーランス

でも育休中の

手取り安心

立派になったね

パパ、入学式
来てくれるの？

相談できて

安心

こども・若者や、障害のあるこどもへの

地域支援体制強化
様々な機会・場所での「気づき」から専門的支援に

早くしっかりつながる体制に。

障害児や医療的ケア児の保育所等の受入体制もさらに充実。

こども・若者への安全な居場所づくりも進めます。

大学も安心

高等教育費の負担軽減
多子世帯（被扶養の子が３人以上の世帯）や

理工農系の学生等へ対象が拡大されたり（24年度～）

こどもが３人以上いても家庭が負担する

大学授業料等が２人分以下になったり（25年度～）など。

大学等進学に挑戦できる方が増えます。

児童扶養手当の拡充や、ひとり親の方への就業支援等の充実、

ひとり親家庭などのこどもたちへの学習支援の拡充など、

多面的に支援します。

ひとり親家庭や貧困に直面するこどもたちが
将来の夢を実現できるように

学びも生活も支援を充実

すべてのこどもと子育てにもっと笑顔を

子育て支援の充実
伴走型相談支援（10万円の経済的支援）や

産後ケア、こども誰でも通園制度で
切れ目なく寄り添った育児支援で安心して子育て。

すべてのこどもの育ちを応援します。

子育て世帯の家計を応援

児童手当
児童手当の所得制限撤廃・高校生年代までの支給期間延長・

第３子以降の大幅増額（３万円）、

住宅支援の強化、雇用保険の適用拡大、年金保険料免除など。

あらゆる角度から、子育て家計を応援します。

パパ育休を当たり前に！

「共育て」応援します
子の出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得した場合の
育児休業給付の給付率を引上げます（手取り10割相当）。

育休をとりやすく、時短勤務を選択しやすく。

看護休暇をもっととりやすく。学級閉鎖や入学式などでも使える！

はじめの１００か月の育ちビジョン
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はじめの１００か月の育ちビジョン

「はじめの100か月」は、人生を幸せな状態（ウェルビーイング）で過ごすため、特に大切な時期です。

しかし、すべてのこどもがひとしく、健やかに育つことができるのかについては、課題があります。

✓「はじめの100か月の育ちビジョン」に関連する取組を力強く進めていく、道しるべが必要です。

✓  社会全体で幼児期までのこどもの育ちを支える共通した考え方を広め、

などの間に「切れ目」が多いため、

「はじめの100か月の育ちビジョン」はなぜ必要？

生まれるとき、  園などに入るとき、 小学校に入るときや、 家庭、  園、 地域
こどもについて
の関係機関、

23
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〇「こども家庭センター」は、
・ 妊娠届や各種検診等を通じて、すべての妊産婦、子育て家庭を早期から支え、
・ その中で、福祉的支援が必要と思われる妊産婦、こども、家庭について、サポートプラン等を作成し、
継続的な支援を確実に届けていくための子育て家庭を支える地域ネットワークの中核的機関です。

〇令和８年度末までに、全市町村で設置を目指しています。（設置率71.2％(R7.5.1)）

こどもの育ちと子育て家庭を支えるネットワークづくり
～こども家庭センターを中核とした包括的･継続的支援～

妊娠期 青年期学齢期乳幼児期

妊産婦・子育て家庭・こども

親子関係の

形成･構築支援

保育所・幼稚園 等

子育てひろば

産前産後ヘルパー

産後ケア

一時預かり・

ショートステイ

こども食堂など

家や学校以外の

こどもの居場所

こども家庭センター（市区町村）

●妊産婦･子育て家庭･こどもの状況把握と相談対応、情報提供
●各家庭の状況に応じたサポートプランの作成による計画的な支援
●様々な関係機関や支援メニューとの協働、資源開拓･メニュー構築

ニーズや課題に応じた相談支援
及び 支援メニューの活用

児童相談所協 
働

放課後児童クラブ

児童館

関係機関･地域資源と協働して包括的･継続的に支援

障害児支援事業所

医療機関
（産科･小児科等）

学校・教育委員会

妊産婦、子育て世帯、こどもが

気軽に相談できる身近な相談機関

（保育所、認定こども園、幼稚園、
地域子育て支援拠点事業 など）

地域子育て相談機関

要保護児童対策地域協議会
（地域ネットワーク）

調整機関(こども家庭センター等)の調整の下、

●家庭状況等の情報共有･アセスメント

●必要な支援の検討、役割分担の決定

●支援の進行管理、評価・見直し 等

食事等提供付きの見守り訪問支援

（未把握の家庭含むアウトリーチ）

児童育成
支援拠点

(常設型の
居場所)

子ども･若者支援地域協議会

（若者の相談機関･支援団体等）

妊産婦等

生活援助事業

民生･児童委員

妊娠届出・妊婦健診・新生児訪問・

乳児家庭全戸訪問・乳幼児健診 等

育児･家事支援

訪問ヘルパー

養育支援訪問

（相談支援）

所属・相談

関わり・支援

所属・相談

関わり・支援

相
談
・
支
援
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こうした背景によって、さまざまな地域で居場所づくりが実践されており、
国としても考え方を示す必要がある。

地域コミュニティの変化

複雑かつ
複合化した喫緊の課題 価値観の多様化

地域のつながりの希薄化、少
子化の進展により、地域の中
でこどもが育つことが困難に
なっている。

児童虐待の相談対応件数や不
登校、自殺者数の増加など、
こどもを取り巻く環境の厳し
さが増している。

価値観の多様化やそれを受け
入れる文化の広がりに伴い、
居場所への多様なニーズが生
まれている。

居場所がないことは孤独・孤立の問題と深く関係しており、
こどもが生きていく上で居場所があることは不可欠。

こどもの居場所づくりが求められる背景とは？
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こども・若者が過ごす場所、時間、人との関係性
全てが、こども・若者にとっての居場所になり得る。
すなわち居場所とは、物理的な「場」だけでなく、遊
びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態を
とり得るものである。一義的には、こども・若者本人
がそこを居場所と感じるかどうかによっている。

こども・若者本人が決めるもの

こどもの居場所とは？
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こども・子育てにやさしい社会づくりのための機運醸成

（「こどもまんなかアクション」「こどもまんなか応援サポーター」）








